
 1 

 

久留米市学校給食調理等業務委託公募型プロポーザル実施要項 

（一般公募 A 市内業者枠） 

 

１ 目的 

本要項は、「久留米市学校給食調理等業務」に係る契約の相手方となる事業者の選定にあたり、公募

型プロポーザルの実施方法等、必要な事項を定める。 

 

２ 業務概要 

(1) 業務名 

 下記の①、②、③の業務とする。 

１業者につき 3業務まで応募できるものとするが、受託は、１業務のみとし、各業務の受託事

業者は、市の審査委員会で決定する。ただし、令和３年４月１日時点で久留米市学校給食調理等

業務を受託していない場合、受託は一般公募Ａ、一般公募Ｂ合わせて１業務までとする。 

  ① 久留米市立日吉小学校 給食調理等業務 

  ② 久留米市立金丸小学校 給食調理等業務 

③ 久留米市立御井小学校 給食調理等業務 

 

(2) 業務内容 ※各業務共通 

 業務の具体的な内容は、「久留米市学校給食調理等業務委託仕様書」を参照すること。 

  ① 調理及び配缶・配膳（回収業務含む） 

  ② 食器具の洗浄・消毒・保管 

  ③ 施設設備の清掃・消毒及び日常点検 

  ④ 残菜及び厨芥の処理 

  ⑤ その他調理等に付随する業務 

 

(3) 業務期間 ※各業務共通 

  ① 契約期間は、特段の事情がない限り、令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで（５

年間）とする。 

  ② 受託者が提供する業務内容について、定期的に評価を行うこととする。その結果、業務委

託契約書及び仕様書に定められた内容を充足していないことが判明した場合には、受託事業

者に対して、一定期間内に具体的な改善策の提出及びその実施を文書で求めることとする。

これらにより改善が図られない場合や、受託者の故意又は重大な過失により市又は第三者に

損害を与えた場合等においては、契約を解除することがある。 

 

(4) 業務場所 ※各業務共通 

  各小学校の給食室及びその附帯施設 

 

３ 予算額 

 各業務における年間の見積額（消費税及び地方消費税相当額を含まない）の上限は下記のとおり

とし、最低制限価格（非公表）を設定することとする。 

 

業 務 見積額の上限（年額） 

久留米市立日吉小学校 給食調理等業務 18,187,000円 

久留米市立金丸小学校 給食調理等業務 21,611,000円 

久留米市立御井小学校 給食調理等業務 12,981,000円 

                       (消費税及び地方消費税相当額を含まない) 
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４ 実施形式 

 「公募型」 

 

５ スケジュール 

実施内容 実施期日等 

公募開始 令和３年１０月２５日 

現地説明会開催 令和３年１１月２日 

質問書受付締切 令和３年１１月１１日 

質問書に対する回答 令和３年１１月１９日 

参加申込書・企画提案書の提出期間 令和３年１１月１８日～１１月２５日 

資格審査の結果通知(参加資格がない場合のみ) 令和３年１２月１４日【予定】 

プレゼンテーションの実施 令和３年１２月２７日【予定】 

審査結果通知書の送付 令和４年１月１１日頃 

契約締結 令和４年２月４日頃 

 

６ 参加資格 

プロポーザルに参加できる者（提案者となろうとする者）は、企画提案書の提出締切時点で、次

に掲げる要件の全てに該当する者とする。 

 (1) 基本的事項 

学校給食法の目的に沿い、学校給食が教育の一環として、子どもたちのために安全でおいし

い給食を円滑にかつ安定的に提供できること。 

 (2) 業務遂行能力 

① 継続して３年以上大量調理業務（同一メニューを１回３００食又は１日７５０食以上提

供する調理）の実績があること。 

② 久留米市内に本店を有し（委託業務開始前までに設置予定の場合も含む）、本市と速や

かに連絡調整が取れること。 

 (3) 安全衛生 

① 会社独自の衛生管理マニュアルを作成し、十分な衛生管理を行っていること。 

② 従業員に対して計画的に安全衛生教育を実施していること。 

 (4) 信用状況 

① 福岡県内において過去５年以内に食品衛生法に基づく食中毒等による行政処分を受けて

いないこと。 

② 万一の事故発生に備えて損害賠償を確実に行えること。 

 (5) 欠格事項等 

① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に該当しない者であるこ

と。 

② 市から指名停止措置を受けていないこと。 

③ 国税（法人税又は所得税及び消費税をいう。）を完納していること。 

④ 参加申込者の所在地の区分に応じ、次に定める地方税等を完納していること。 

・ 久留米市内 県税及び市税 

⑤ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態

が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

⑥ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされてい

る者でないこと、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の

申立てがなされている者でないこと。 

⑦ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に規
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定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと、又は法人であってその役員が

暴力団員でないこと。 

 

７ 説明会 

(1) 開催日時 

学校名 実施日 集合時間 内容 

金丸小学校 

令和３年１１月２日（火） 

１４：００ 
給食室・配膳室・リフト等の

施設整備、厨房機器の確認 
日吉小学校 １５：００ 

御井小学校 １６：００ 

 

(2) 参加申込み等 

①  参加を希望する場合は、各社２名（細菌検査を受けて異常がないこと）までとし、現地

説明会参加申込書（様式２）を令和３年１０月２９日（金）午後５時までに「１７ 問い

合わせ先」へ提出すること。 

② 学校への車両の乗り入れは、各社１台とし児童等の 安全確保に十分注意すること。 

③ 当日は、白衣・キャップ・マスク・履物・細菌検査結果（写し）を持参すること。 

 

８ 質疑・応答 

(1) 質問方法 

本プロポーザルの実施要項及び仕様書等に関する質問については、久留米市学校給食調理等業

務に関する質問書（様式３）を電子メールに添付して、「１７ 問い合わせ先」あてに送信し、

着信確認の電話連絡をすること。電話又は口頭による質問は受け付けない。また、質問期限以降

の質問は、一切受け付けない。 

 

(2) 期限 

令和３年１１月１１日（木）午後５時まで（必着） 

 

(3) 回答方法 

令和３年１１月１９日（金）までに、質問書（様式３）に記載したメールアドレスあてに電

子メールで回答する。また、必要に応じて市ホームページに掲載する。 

 

９ 参加申込の手続き 

(1) 提出書類 

本プロポーザルへの参加を希望する者は、実施要項、仕様書、久留米市契約事務規則及び関係

法令等の各規程を理解した上で、次の書類を各１部ずつ（②は１３部）提出すること。なお、④、

⑬は参加申込期限から３ヶ月以内に発行されたものに限る。 

① 参加申込書（様式１）  

  ② 企画提案書 １３部（「１０ 企画提案書作成方法」を参照） 

  ③ 価格提案書（様式４）  

④ 登記事項全部証明書 ※写可 

⑤ 会社概要調査表（様式５） 

⑥ 会社等の概要（資本金、過去３年間の年間売上高及び経常利益、営業所及び支店数、従業

員数、調理師等の有資格者の状況などが確認できるもの） 

⑦ 給食受託実績（様式６、様式７） 

大量調理業務の実績及び特定給食施設での給食実績（学校給食は除く）は、様式６（令和３

年１０月１日現在にて記入すること）を提出すること。なお、学校給食調理業務の実績があ

る場合は、様式７（令和３年１０月１日現在で記入すること）についても提出すること。 
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⑧ 役員等調書及び照会承諾書（様式８） 

⑨ 過去５年以内に食品衛生法による行政処分がないことの証明（福岡県内にある各営業所を

所轄する保健所毎が発行する証明書。ただし、証明書が発行できないものについては，事業

者作成の確約書でも可。） 

⑩ 従業員（調理員及び栄養士）の研修計画及び実績（令和４年度計画及び令和３年度実績（見

込み）） 

⑪ 会社独自の衛生管理マニュアル及び食物アレルギー対応マニュアル 

⑫ 損害賠償責任保険の加入状況（様式９） 

⑬ 納税証明書 ※写可 (下記参照) 

  ⑭  委任状 （支店等に参加手続き等の委任を行う場合） 
 
納税等証明書（参加申込者の法人・個人別、所在地区分ごとの必要書類） 

   

 
所在地区分 

税区分 

      税 目 

 
法人 

 
個人 

 
県外 
 

市外かつ 
県内 

 
 
市内 
 

 
国税等 
 

法人税、所得税、
消費税及び地方消
費税 

国税に未納がない証明 
（納税証明書その 3の 3） 

国税に未納がない証明 
（納税証明書その 3の 2） 

 
福岡県税 

法人事業税、 
個人事業税 

福岡県税に未納がない
証明 

福岡県税に未納がない
証明 

 
久留米市税 

法人市民税、市県
民税、固定資産税、
軽自動車税 

 
久留米市税に滞納がな
い証明 

 
久留米市税及び国民健
康保険料に滞納がない
証明 久留米国保 国民健康保険 － 

（例１：市内・法人の場合、「国税等」「福岡県税」「久留米市税」の証明を提出） 
 

(2) 提出期間及び時間 

令和３年１１月１８日（木）から令和３年１１月２５日（木）（土日祝日を除く。郵便の場合

は、消印有効。）までの午前８時３０分から午後５時１５分まで 
 

(3) 提出方法 

持参又は郵送にて提出すること。なお、郵送の場合は、受け取り日時及び配達されたことが証

明できる方法によることとし、（２）に記載する提出期限内に到着したものに限り受け付ける。

郵便事故等については、市はその責めを負わない。 
 

(4) 提出先 

「１７ 問い合わせ先」に記載する担当窓口 

 

１０ 企画提案書作成方法 

(1) 様式等の形式 

① 表  紙 「久留米市学校給食調理等業務企画提案書」と記載 

  ② 様  式  Ａ４版縦型・長辺綴じ 

ただし、「提案項目２ 学校給食業務の実施体制に対する提案 ①従事者の

配置について」は、業務従事者配置計画書及び業務工程表（様式１０－１・

２）を業務（学校）毎に作成のうえ、提案すること。 

  ③ 文  字  フォントサイズ１１ポイント・横書き 

  ④ 提出部数  １３部（正１部、副１２部） 

  ⑤ 制限枚数  表紙及び業務従事者配置計画書及び業務工程表（様式１０－１・２）を除き

１０ページ以内 
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 (2) 構成とポイント 

  ① 提案書は、下表に示す構成とすること。 

  ② 提案のポイントに留意し、文書で簡潔に記載すること。 

③ 文章を補完するためにイメージ図又は図面等を使用しても差し支えない。ただし、制限枚

数の範囲に収めること。 

 

項目 構成 ポイント 

１ 

学校給食にお

ける調理業務

に対する提案 

①安全で安心な学校給

食の提供について 

学校給食に対する基本定な考え方（法の主旨、

会社方針等）及びその実現に向けた取組みを

記載のこと 

②学校との連携につい

て 

交流給食や食育推進など、学校行事等への参

加について記載のこと 

２ 

学校給食業務

の実施体制に

対する提案 

①従事者の配置につい

て 

業務従事者配置計画書及び業務工程表（様式

１０－１・２）を作成し、調理業務体制の適

正や安定性、代替要員の確保について記載の

こと 

②従事者及び業務のマ

ネージメント体制につ

いて 

調理責任者の配置による従事者の統轄、エリ

アマネージャーの定期巡回及び巡回指導報告

書の提出など、従事者及び業務のマネージメ

ント体制について記載のこと。また、従事者

のノロウィルス対策など、労働安全衛生の体

制ついて記載のこと 

③従事者に対する教育

及び研修体制について 

従事者に対する衛生管理、調理技術向上、ア

レルギー対応等に関する教育及び研修体制に

ついて記載のこと 

④業務開始までの計画

について 

業務開始に向けて、従事者の確保及び研修等

の取組みについて記載のこと 

３ 

学校給食にお

ける衛生管理

に対する提案 

①衛生管理の徹底に対

する具体的な方策つい

て 

「学校給食衛生管理基準」等に基づく、独自

の取組みについて記載のこと 

②食中毒防止に対する

具体的な方策について 

「学校給食衛生管理基準、大量調理施設衛生

管理マニュアル」等に基づく、独自の取組み

について記載のこと 

③異物混入の防止に対

する具体的な方策につ

いて 

人・食材・調理機器等から混入する異物につ

いて、独自の取組みについて記載のこと 

④調理施設のドライ使

用、ドライ運用に対する

具体的な方策について 

床を濡らさないよう配慮し、水跳ね等による

二次汚染を防止するなど、独自の取組みにつ

いて記載のこと 

４ 

アレルギー対

応食に対する

提案 

①アレルギー対応食を

確実に提供するための

具体的な方策について 

「久留米市学校給食における食物アレルギー

対応手引き」等に基づく、独自の取組みにつ

いて記載のこと 

５ 
危機管理に関

する提案 

①異物混入事故（ヒヤリ

ハット含む）が発生した

場合の具体的な対応策

について 

異物混入過程の特定、連絡体制の構築などの

初動対応及びその後の対応などについて記載

のこと 
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６ 

給食調理員の

熱中症予防に

対する提案 

① ①給食調理員に熱中症

の症状が発生しないた

めの具体的な方策につ

いて 

給食調理員に熱中症の症状が発生しないため

の独自の取組みについて記載のこと 

 

７ 

給食調理員の

新型コロナウ

イルス感染予

防及び発生時

に対する提案 

①給食調理員の新型コ

ロナウイルス集団感染

を予防するための方策

について 

給食調理員の集団感染を予防するための独自

の取組みについて記載のこと 

②給食調理員に新型コ

ロナウイルス感染者が

発生した場合にも給食

を提供するための具体

的な方策について 

給食調理員に感染者が発生した場合にも、継

続して給食提供するための独自の取組みにつ

いて記載のこと 

 

１１ 審査方法 

企画提案書等については、本プロポーザル審査委員会が審査する。なお、参加者が１者のみの場

合は、本プロポーザルを中止することがある。 

(1) プレゼンテーション実施日 

令和３年１２月２７日（月）【予定】 

(2) 実施場所 

企画提案書を提出した者に対して別途通知する。 

(3) 提案時間 １０分  

(4) 質疑応答 ２０分  

(5) 参加人数 ２人以内  

(6) 評価項目及び配点 

  評価項目 配点 

定性的評価項目 

学校給食における調理業務に対する提案 

8.5割 

学校給食業務の実施体制に対する提案 

学校給食における衛生管理に対する提案 

アレルギー対応食に対する提案 

危機管理に関する提案 

給食調理員の熱中症予防に対する提案 

給食調理員の新型コロナウイルス感染予防及び発生

時に対する提案 

価格に関する評価項目 提案書に対する価格の妥当性 1.5割 

合計 １０割 

 

(7) 留意事項 

  企画提案書を用いた説明とし、パソコンの使用は、認めないこととする。 

 

１２ 候補者の選考方法 

(1) 失格者を除いた者のうち、総合点が最も高い者を契約の相手方の候補者として選定するこ

とを基本とするが、受託校は、審査委員会において選定する。 

ただし、適切な提案がない場合には、候補者を選定せず、プロポーザルの手続きを中止す

るものとする。 

(2) 最高点の者が複数の場合は、価格提案書の金額が最も安価な者を契約の相手方の候補者と
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して選定する。 

（3）候補者が、令和３年４月１日時点で久留米市学校給食調理等業務を受託していない場合、受

託は一般公募 A、一般公募 B合わせて１業務までとし、受託校は希望に応じて決定する。 

 

１３ 審査結果 

(1) 通知方法 プレゼンテーション審査を行った全ての者に文書にて通知する。 

(2) 通知時期 令和４年１月１１日（火）【予定】 

 

１４ 失格事項 

次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とする。 

(1) 参加資格要件を満たしていない場合又は満たさなくなった場合 

(2) 提出書類に虚偽の記載があった場合又は提出書類に不備があった場合 

(3) 実施要項で示された、提出期日、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項等の条件に

適合しない書類の提出があった場合 

(4) 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

(5) プレゼンテーションを正当な理由なく欠席した場合 

(6) 価格提案書の金額が「３ 予算額」を超過した場合 

 

１５ 情報公開及び提供 

市は提出された企画提案書等について、久留米市情報公開条例（平成１３年９月２８日条例第２

４号）の規定による請求に基づき、第三者に開示することができるものとする。 

ただし、法人等の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報は非開示となる場合

がある。また、本プロポーザルによる契約締結前において、公正又は適正な候補者決定に影響がで

る恐れがある情報については決定後の開示とする。 

 

１６ その他 

(1) 参加辞退の場合 

書類提出後、都合により参加を辞退することになった場合は、速やかに書面（様式は任意）

により、「１７ 問い合わせ先」に提出すること。 

(2) 提出書類 

① 提案書の提出は、１社につき１案とする。 

② 提出されたすべての書類は返却しない。また、提出後の差し替え及び追加、削除は認め

ない。 

③ 提出された書類は、提出した者に無断でこのプロポーザルに係る審査以外には利用しな

い。 

④ 本提案にかかる書類作成及び提出費用など、必要な経費は全て企画提案者の負担とする。

また、やむを得ない理由等により、本公募型プロポーザルを中止することがあるが、この

場合、本公募型プロポーザル方式に要した費用を本市に請求することはできない。 

(3) 著作権等の権利 

企画提案書の著作権は、当該企画提案書を作成した者に帰属するものとする。ただし、本市

と契約に至った者が作成した企画提案書については、市が必要と認める場合には、市は、あら

かじめ通知することによりその一部又は全部を無償で使用（複製、転記又は転写をいう。）す

ることができるものとする。 

(4) 異議申立 

申請者は、本プロポーザル方式の実施後、不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。 
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(5) 予算の議決 

本件の契約には、令和４年度当初予算の議決を要することから、予算の議決がない場合は契

約として成立しない。 

(6) 言語及び通貨単位 

手続において使用する言語及び通貨単位は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 

１７ 問い合わせ先 

〒830-8520 久留米市城南町１５番地３ 

久留米市教育部学校保健課（担当：城島・松延） 

電話 0942-30-9273 ファクシミリ 0942-30-9719 

電子メールアドレス gakuho@city.kurume.fukuoka.jp 


